
全 建 と  や ま  賞 表 彰 要 綱 
 

第１ 条  趣旨 

全建活動の発展に寄与し 、人格見識にすぐ れ功績顕著な 会員及び建設技術者の範

たる にふさ わし い会員を 表彰する も のと する 。  

 

第２ 条  賞の名称と 数 

全建と やま 賞 若干名 

 

第３ 条  表彰基準 

会員個人の業績を 対象と する 。ま た、その業績は前年度実施し た事業におけ る 業

績にと ど ま ら な いも のと し 、 次の要件の一に該当する 会員と する 。  

（ １ ）  本協会の組織活動及び事業活動において 、 発展に寄与し た 者で谷口賞、

谷口功労賞の対象に準ずる 業績があ っ た者。  

（ ２ ）  調査計画、 施工監督並びに維持管理な ど の面で不断の研究、 あ る いは、

創意と 工夫に業績があ っ た も の。  

 

第４ 条  推せん  

所属分会幹事及び事務局長は、表彰に値する も のがあ る と 認めら れる と き は推せ

ん調書（ 別紙様式） によ り 、 会長に推せんする も のと する 。  

 

第５ 条  審査 

（ １ ）  審査は全建と やま 賞審査委員会（ 以下「 委員会」 と いう ） において 行う 。  

（ ２ ）  委員会は、 会長が委嘱し た委員によ っ て構成する 。  

（ ３ ）  委員会は、 第４ 条によ り 推せんさ れた 候補者について 審査のう え 該当者

を 会長に上申する も のと する 。  

（ ４ ）  委員会において 推せん者は、 推せん理由を 説明する も のと する 。 又、 必

要に応じ て 候補者に説明を 求める こ と が出来る 。  

 

第６ 条  表彰の決定 

会長が、 委員会の上申にも と づき 、 被表彰者を 決定する も のと する 。  

 

第７ 条  表彰の期日 

表彰は、 毎年度通常総会において 行う 。  

 

第８ 条  表彰の方法 

表彰は、 表彰状及び記念品を 授与し て 行う も のと する 。  

 

 附則 こ の要綱は昭和５ ９ 年度から 施行する 。  



令和  年 月 日 

 

富山県建設技術協会 

会長       殿 

 

分  会  

幹事氏名  

 

 

全建と やま 賞候補者推薦書 

 

当分会の全建と やま 賞候補者を下記のと おり 推薦し ま す。  

 

記 

 

1.  被推薦者の氏名年齢職名 

 

 

2.  全建入会年月日 

 

 

3.  現所属名 

 

 

4.  授賞基準に該当する 事項 

 

 

5.  推薦理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  その他参考資料 

 

 


